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２０２３年７月５日現在 

 

大分市議会第２回定例会・一般質問最終稿(案) 

 

日本共産党の福間健治です。質問通告に基づき４項目について質問します。 

 

１、福祉保健行政 

(１)新型コロナウイルス感染症について 

５月８日、新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が季節性インフルエン

ザと同じ「５類」に移行されました。５日には世界保健機関（ＷＨＯ）が緊急

事態の終了を宣言しました。３年以上にわたったパンデミック（世界的大流行）

は大きな節目を迎えています。流行が終わったわけではありません。ＷＨＯも

警戒を怠らないよう呼びかけました。 

 ＷＨＯによると、世界の感染者は累計で７億６５２２万人、死者は６９２

万人を超えました。報告されていない死者を含めれば２０００万人以上と推定

されます。感染しても医療を受けられない「医療崩壊」が各国で起きました。

新自由主義の下で社会保障や医療が削減されてきたことが取り返しのつかない

事態を招きました。 

日本では人口あたりの医師数が世界でも低水準で、もともと医療提供体制が

不足しています。その上、政権与党が「地域医療構想」を進め、自治体に病床

削減を迫った結果、コロナ危機で病床が逼迫（ひっぱく）しました。保健所も

足りませんでした。専門家は感染の「第９波」が来る可能性を指摘しています。 

５類移行は医療支援の大幅削減、患者の負担増といった大きな問題を抱えた

スタートとなりました。国と自治体は浮き彫りになった課題を直視し、命を守

る責任を果たさなければならないと考えます。医療費に自己負担が生じること

で受診抑制が懸念されます。国が医療機関への支援を縮小することで、また医

療提供体制が逼迫する恐れもあります。今こそ医療の強化に本腰を入れるべき

です。 

そこで質問します。１点目は、感染状況の情報提供についてです。 

○発生動向については、定点医療機関からの毎週報告となっていますが、感染

状況を客観的に判断し、日常の感染対策をすすめる上では、状況把握すること

はできません。随時、医療機関・福祉施設、市民に感染状況の情報提供できる

体制が必要と考えます。 

２点目は、医療機関等への対応についてです。 

○医療機関への病床確保の支援についてです。 



2 

 

５類移行前は、県内の５７医療機関で病床確保がされていましたが。５類移

行後は、４５４病床の確保となっているとのことですが、５類移行により、病

床確保料は、半額に減額され、９月末までとなっています。医療機関への病床

確保料支援の継続を求めていくべきです。 

３点目、患者対応についてです。 

２類から５類移行により、患者負担は原則１割り・３割の自己負担となるこ

とから、受診控えが懸念されていましたが、入院・通院医療費や治療薬の個人

への公費支援等については、「期限を区切り軽減する」としています。当面の

方針について、見解を求めます。 

９月までとなっているが、継続して支援するように国に求めていくべきです。

見解を求めます。 

 

（２）認知症対策について質問します。 

先の通常国会で「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が全会一

致で成立しました。「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、

自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにする」な

どを基本理念に掲げました。 

国や地方自治体は基本理念に基づき、どんな取り組みをするか計画をつくる

ことが求められます。計画作成の際、当事者や家族などの意見を聞くことも明

記しました。認知症の人が個性や尊厳を保障されて、希望を持って暮らせる社

会づくりへ向けた重要な一歩です。 

認知症の人は、厚生労働省の研究班によると２０２０年時点で６００万人と

推計され、２５年には約７００万人にのぼると見込まれています。６５歳以上

の５人に１人ということになります。どの人にも無縁な問題ではありません。 

昨年、認知症が原因で行方不明となった人は警察庁のまとめ（２２日発表）

で１万８７０９人になりました。統計を取り始めた１２年からほぼ倍増しまし

た。ほとんどの人は１週間以内に所在が確認されていますが、一昨年以前の不

明者を含めると４９１人が亡くなっていました。痛ましい事態です。 

認知症基本法は、「国民が認知症への正しい知識を持ち、理解を深めること」 

「全ての認知症の人が社会の対等な構成員として地域で安全に安心して自

立した生活ができるよう、意見表明をしたり社会活動に参加したりする機会を

確保し、個性と能力を十分発揮できるようにすること」、認知症の人への「良

質で適切な保健医療サービスや福祉サービスが切れ目なく提供されること」「、

家族をはじめ支援者への支援が適切に行われること」なども基本理念に盛り込

みました。国や地方自治体の施策の一層の拡充が不可欠です。家族や支援者が

抱え込まず、社会全体で支え、取り組みを進める上で行政の役割は重要です。 
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そこで質問します。認知症の人や家族が安心して暮らせる社会環境の整備

に向けたこれからの計画づくりにおける基本姿勢について見解を求めます。 

 

（３）高齢者の加齢性難聴者への支援についてです。 

聴力に障害があり、障害者総合支援法の身体障害者障害程度等級２級～６級

に該当する場合は、補聴器が「補装具費支給制度」の対象とされますが、軽度・

中等度難聴（児）者については、「補装具費支給制度」の対象となっておりま

せん。 

特に子どもにとって、聞こえは発達・学業にも大きな影響があります。また、

成人にとっては仕事にも支障があり、老人にとっては、聞こえが認知症や命に

かかわります。 

2017年７月開催の国際アルツハイマー病会議でランセット国際委員会は、難

聴を認知症の危険因子の一つに挙げ、2020年には「予防可能な 40％の 12の要

因の中で難聴は最も大きな危険因子」と指摘しています。高齢者の加齢性難聴

者への支援は、認知症予防にも大きな効果が期待できます。 

難聴のためにコミュニケーションがうまくいかなくなると、人との会話をつ

い避けるようになってしまい、抑うつ状態に陥ったり、社会的に孤立してしま

う危険もあるとされています。 

こうした中、高齢者の難聴に対応する補聴器の購入助成などに踏み出す自治

体が、近年急速に増えています。全日本年金者組合大阪府本部の調べでは、２

０２２年末には１２３市区町村とここ数年で急増しています。 

そこで質問します。本市においても、高齢者の加齢性難聴者への助成を検討

する考えはありませんか。見解を求めます。 

 

２、公共交通対策 

（１）ＪＲ九州の駅無人化について 

２０１７年８月１５日、ＪＲ九州は、２０１８年に市内の８駅をいっせいに

無人化する方針を発表しました。利用者の反発もあり、段階的にすすめ、日豊

線牧駅、豊肥線敷戸駅・大分大学前駅の３駅で無人化を実施しました。残る５

駅の無人化計画は開始時期を未定としていました。 

ところがさる５月１９日、ＪＲ九州は、日豊本線高城駅、大在駅、坂ノ市駅、

豊肥本線の中判田駅の４駅を７月１から無人化すると明らかにしました。日豊

線の鶴崎駅は、駅員がいる時間帯を夕方のみに短縮するとしています。新たな

無人化等なる５駅については、いずれも遠隔操作で乗客案内や安全確認をする

スマートサポートステーション（SSS）が導入されています。 
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経営効率化のために、乗降客の多いい駅での人員削減は、鉄道事業者の社会

的責任が問われる大問題です。利用者からも利便性の低下や安全性を懸念する

声があがっています。市内駅無人化に対する大分市のＪＲ九州に対するこれま

での姿勢は、「慎重な検討と丁寧な説明」というものですが、納得いくもので

はありません。 

そこで質問します。７月１日より既に駅無人化は実施されていますが、改め

て撤回を求め、再検討するよう事業者に求めていくべきです。見解を求めます。 

 

（２）地域交通対策について質問します。 

近年、大分市内でも交通事業者のバス路線の廃止・縮小が市民生活に様々な

影響を及ぼしています。本市としても代替交通やコミュニテイーバスの運行に

よる支援等をおこなっていますが、市民の要望に応えていくために苦慮されて

います。 

今回は、野津原地域の公共交通についてお聞きいたします。 

この地域では、民間のバス事業者が採算性の問題から撤退や減便を行い、そ

の結果、利便性が著しく低下しています。地域の住民からは、「バスの便数を元

に戻してほしい」という要望が強く出されており、撤退路線地域でも住民の「買

い物・通院・諸行事への参加など、スムーズな移動できる交通確保を求める声

は切実です。 

本市としても、これまで地域住民への聞き取り調査やウェブアンケートを通

じて広く意見を集めてきました。また、低速電動バスなどの取り組みを進める

ことで地域住民の足の確保に努めてきました。 

そのような中、利用者からは、循環ルートや周遊ルートの増便や新たなルー

トの開拓が求められています。また、低速電動バス以外の車両の活用やバス停

の改善、車内環境の再整備など、利用者の利便性向上に関する要望が多く寄せ

られています。 

そこで質問します。地域住民の意見・要望を真摯に受け止め、利用者に寄り

添った公共交通のいっそう改善・拡充を進めていくべきです。見解を求めます。 

 

３、選挙について、大分市議会議員補欠選挙での選挙事務についてです。 

（１）事前説明会について 

大分市議会議員補欠選挙は４月１６日告示、４月２３日投開票で執行されま

した。 

通常の選挙では、立候補予定者の把握と立候補届け出書類の記入要領の説明

等を行うことで、告示日に向けた立候補準備をスムーズにおこなうために、事

前説明会が実施されています。県議会議員大分選挙区、大分市長選については、
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事前説明会を実施していますが、大分市議会議員補欠選挙では、事前説明会は

実施されませんでした。なぜ、事前説明会はされなかったのか、その理由につ

いて説明を求めます。 

 

(２)選挙公報の取り扱いについて 

選挙公報は平成２２年１２月の大分市選挙公報の発行に関する条例制定に

より、実施されています。 

公職選挙法第１７０条では、選挙公報の配布は、「当該選挙の選挙人名簿に

登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日前２日前までに、配布するも

のとする」と規定されています。 

そこで質問します。今回の市議会議員補欠選挙において、各世帯に選挙公報

を配布することができなかった理由について、説明を求めます。 

 

４、地区公民館の施設整備について質問します。 

（１）地区公民館は、市民の「文化」「芸術」「スポーツ」の集いの場と

して広く利用されています。 

先月、国政報告会を開催するために１階の会議室等のある公民館を探しま

したが、適当な場所がありませんでした。しかたなく６月４日、南部公民館

の２階の研修室をお借りしました。会場が２階のために、体幹機能に障害の

ある方などは、階段を上り下りすることができないために、参加案内を断ら

ざるをえませんでした。 

市内１３箇所の公民館の内、エレベーターが設置さてるのは、大分中央公

民館、大分西部公民館、鶴崎公民館、佐賀関公民館の４カ所だけとなってい

ます。 

他の東部公民館、稙田公民館など９つの公民館にはエレベーターの設置は

ありません。今議会では、稙田公民館へのエレベーター設置等の設計予算計

上は一歩前進です。 

２階の会議室などでの学習会・研修会などの行事にも、体幹機能障害など

がある方でも参加できるように、エレベーターの設置の必要性を強く感じと

ころです。 

そこで質問します。地区公民館へのエレベーター設置を早期に計画的に

進めることを検討すべきです。見解を求めます。 

 
 


